別紙様式１－２（第３関係）
　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　w-SDS管理者 → 総括安全衛生管理者 → w-SDS管理者
	総括安全衛生管理者
受理年月日
	総括安全衛生管理者
承認年月日

	・　・
	・　・


　　　　　　　　タイトル　エアーコンプレッサー（第２種圧力容器に該当する場合）のｗ－ＳＤＳ

　　　　　　　　新規作成・改訂・廃止年月日　　令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　ｗ－ＳＤＳ管理者氏名（所属・職）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　・　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究室名（棟・室名）　　　　　　　　（　　　・　　　）

【個別事項】
	階層別の管理責任
	区　分
	根　拠
	項　　目
	適用確認

	学　　　長
総括安全衛生管理者
	系　長(安全衛生管理者)
	機器等管理者 (教職員)
	機器等使用者 (学生等)
	
	
	
	

	Ｃ：研究室、実験、作業等の個別にかかる規定

	○
	○
	○
	○
	教育
	安衛法59
	初めて作業を行う前に安全・衛生に関する教育を行う
	

	○
	○
	○
	○
	点検・検査
	ボイラー則88
	【第2種圧力容器】定期自主検査　毎年１回

・本体、ふたの締付ボルト、管・弁の損傷又は摩耗の有・無を検査する

・検査の記録を３年間保存する
	

	○
	○
	○
	○
	点検・検査
	ボイラー則89
	【第2種圧力容器】

・定期自主検査の結果、異状を補修すること
	

	○
	○
	○
	○
	点検・検査
	製品仕様書による
	始運転時の確認項目

定期的な点検項目
	

	○
	○
	○
	○
	機械等の規制
	安衛則28
	安全装置、覆い、囲いがある場合は点検整備を行うこと
	

	○
	○
	○
	○
	機械等の規制
	安衛則29
	安全装置がある場合は取り外さないこと
	

	○
	○
	○
	○
	安全基準
	安衛則101
	【動力部】手指等が巻き込まれる危険がある回転部分や刃等に「覆い」、「囲い」等を設ける
	

	○
	○
	○
	○
	安全基準
	安衛則107
	【動力部】掃除する場合は機械の運転を停止し、他の者が運転することを防止する措置を講じなければならない
	

	○
	○
	○
	○
	安全基準
	安衛則110
	作業帽、作業服の着用
	

	○
	○
	○
	○
	安全基準
	安衛則543
	機械間等の通路は幅80ｃｍ以上とする
	

	○
	○
	○
	○
	安全基準
	ボイラー則86
	【第2種圧力容器】　・安全弁は最高使用圧力以下で作動するよう調整
	

	○
	○
	○
	○
	安全基準
	ボイラー則87
	【第2種圧力容器】　・圧力計は内部が凍結、又は80℃以上の温度にならないよう措置をとる

・圧力計の目もりには最高使用圧力を明示する
	


備考　本様式は、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に基づく区分により法令根拠等を示したものである。実際にｗ－SDSを作成する場合は、ｗ－SDS実施例を参考に各機器等ごとに適用される法令根拠等を確認の上、作成すること。
※圧力容器の区分
（１）第一種圧力容器
　　　次に掲げる容器（ゲージ圧力0.1MPa以下で使用する容器で、内容積が0.04m3以下のもの又は胴の内径が200mm以下で、かつ、その長さが1,000mm以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をMPaで表した数値と内容積をm3で表した数値との積が0.004以下の容器を除く。）をいう。
　イ　蒸気その他の熱媒を受け入れ、又は蒸気を発生させて固体又は液体を加熱する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの（ロ又はハに掲げる容器を除く。）
　ロ　容器内における化学反応、原子核反応その他の反応によつて蒸気が発生する容器で、容器内の圧力が大気圧をこえるもの
　ハ　容器内の液体の成分を分離するため、当該液体を加熱し、その蒸気を発生させる容器で、容器内の圧力が大気圧をこえるもの
　ニ　イからハまでに掲げる容器のほか、大気圧における沸点をこえる温度の液体をその内部に保有する容器
（２）小型圧力容器
　　　第一種圧力容器のうち、次に掲げる容器をいう。
　イ　ゲージ圧力0.1MPa以下で使用する容器で、内容積が0.2m3以下のもの又は胴の内径が500mm以下で、かつ、その長さが1000mm以下のもの
　ロ　その使用する最高のゲージ圧力をMPaで表した数値と内容積をm3で表した数値との積が0.02以下の容器

（３）第二種圧力容器

　ゲージ圧力0.2MPa以上の気体をその内部に保有する容器（第一種圧力容器を除く。）のうち、次に掲げる容器をいう。

　イ　内容積が0.04m3以上の容器

　ロ　胴の内径が200mm以上で、かつ、その長さが1,000mm以上の容器

（４）（簡易）容器

　（簡易）容器は、大気圧を超える圧力を有する気体をその内部に保有する容器(第1条第5号イからニまでに掲げる容器、第二種圧力容器及び第7号に掲げるアセチレン発生器を除く。)で、内容積が0.1m3を超えるもの(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)
※エアーコンプレッサーの爆発原因

　①　炭化物の発生

　　　コンプレッサーの潤滑油が断熱圧縮により温度上昇し分解され、炭化物が発生する。発生した炭化物がコンプレッサー配管内部やエアータンク内部に堆積する。
　②　酸化反応熱の発生
　　　圧縮空気中の油分が、炭化物に滲み込み酸化反応を起こす。酸化反応により生じた酸化反応熱が堆積した炭化物に蓄積される。
　③　発火、爆発
　　　断熱圧縮により温度が急上昇した圧縮空気中の油分が、蓄積された酸化反応熱によりさらに上昇され、その熱で発火、爆発する。

　　（注）エアーコンプレッサーは、機械全体の総称、コンプレッサーは、圧縮機をいう。

【作業手順と予測される災害事象】

	No.
	作業手順
	予測される災害事象

	
	（本体にホースをつなぐ）
	

	
	（エアーツールをつなぐ）
	

	
	エアーを使用する
	モーター回転中にカバーの隙間から手を入れ、ベルトに手指を挟まれる


備考　記載欄が不足する場合は適宜追加すること。
【評価基準】

	(1) 怪我の可能性
	
	(2) 怪我の程度
	
	(3) 危険に近づく頻度
	
	リスクポイント
	リスクレベル

	確実である
	6
	
	死亡・就業不能
	10
	
	　頻繁
	4
	
	14～20
	V

	可能性が高い
	4
	
	休業災害
	6
	
	　時々
	2
	
	12～13
	IV

	可能性がある
	2
	
	不休業災害
	3
	
	　めったに無い
	1
	
	9～11
	III

	可能性はない
	1
	
	微傷災害
	1
	
	
	
	
	6～8
	II

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5以下
	I


【リスクの見積り】

	No.
	予測される事象
	怪我の
分類
	(1)怪我の可能性
	(2)怪我の程度
	(3)危険に近づく頻度
	リスク
ポイント
	リスク
レベル
	優先
順位

	１
	モーター回転中にカバーの隙間から手を入れ、ベルトに手指を挟まれる
	骨折
	２
	６
	２
	１０
	III
	１


備考　記載欄が不足する場合は適宜追加すること。
【妥当性の確認】

	No.
	予測される事象
	対策
	(1) 怪我の可能性
	(2)怪我の程度
	(3)危険に近づく頻度
	リスク
ポイント
	リスク
レベル
	妥当性

	１
	モーター回転中にカバーの隙間から手を入れ、ベルトに手指を挟まれる
	指が入らないよう覆いをする
	１
	６
	１
	８
	II
	妥当


備考
１　記載欄が不足する場合は適宜追加すること。
２　優先順位の高いものから実施すること。
３　妥当性を確認する際、その対策を人間に委ねる場合（例として、「作業する際は防護服を着用する」といった対策をとった場合、作業服を着用するかどうかはその人間の意思又は過失等によって変わってくる。）は、妥当性の欄に条件付きであることを明示すること。
－1－


